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地域配分（B 配分）とは･･･ 

赤い羽根共同募金には全都配分（A 配分）と地域配分（B 配分）の 2 種類の配分方法があります。民

間の福祉施設・団体が行う地域福祉推進事業を対象としています。 

全都配分（A 配分）は東京都共同募金会が窓口となり、相談、申請書を受け付けます。地域を超えた

事業、備品整備や特別事業を配分対象としており、配分決定は東京都共同募金会配分委員会で審査さ

れます。 

地域配分（B 配分）は、江東区配分推薦委員会（社会福祉協議会気付）が窓口となり、相談、申請書

を受け付けます。地域性の高い施設・団体が行う地域福祉の増進を目的とした事業を対象としており、

配分決定は江東区配分推薦委員会の推薦を受けた申請について、東京都共同募金会にて審査されま

す。 
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記入漏れがないかご確認ください 


